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はじめに

本 Corporate & Tax Global Update は、グローバルローファームであるベーカ

ーマッケンジーのネットワークを最大限に活かし、日本と世界の会社法務と

税務の「今」をタイムリーにお届けしています。

Vol. 5 となる本号では、IR推進法の解説の他、日本・アジア・オセアニア・

米州・欧州の最新情報をお届けします。本ニューズレターが会社法務と税務

の分野における皆様の羅針盤となれば幸いです。
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ベーカーマッケンジーセミナーの

ご案内

アジアフォーカスグループ・

セミナーシリーズ Part Ⅲ
「ASEAN 現地の法務対策」

第二回ミャンマー

日時：2017 年 1 月 12 日（木）8:30-11:30
場所：ベーカー&マッケンジー法律事務所

（外国法共同事業）

アジェンダ（予定）：

1. ミャンマーへの投資環境概観―新投

資法の成立を踏まえて

2. ミャンマー新会社法草案―注目すべ

き改正点

本セミナーはこちらよりお申し込みくださ

い。（お申込み期限：2017 年 1 月 6 日）

アジア、南アフリカ、ロシア

における石油・天然ガス市場

の最新動向

日時：2017 年 1 月 23 日（月）15:00-18:15
場所：ベーカー&マッケンジー法律事務所

（外国法共同事業）

アジェンダ（予定）：

1. LNG 取引をめぐる近時の市場動向

2. LNG のサプライチェーンに関わる課

題

3. アジア、南アフリカ、ロシアにおけ

る投資機会

本セミナーは、こちらよりお申し込みくだ

さい。（お申込み期限：2017 年 1 月 16 日）

http://www.bakermckenzie.co.jp/seminar/corporatema/seminar_corporatema_170112.html
https://www.surveygizmo.com/s3/3228043/20170112-Asia-Focus-Series-Myanmar
http://www.bakermckenzie.co.jp/seminar/emi/seminar_emi_170123.html
https://www.surveygizmo.com/s3/3209684/20170123-Oil-and-Gas-update
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1. 日本

IR 推進法／カジノ法の成立について

1. はじめに

2016 年（平成 28 年）12 月 15 日、「特定複合観光施設区域の整備の推進に

関する法律」（「IR 推進法」）が成立した。IR 推進法は、これまで禁止され

てきた「カジノ」を、特定複合観光施設（IR / Integrated Resort）の一部とし

て、民間で設立し運営することを認めた。IR は、今後の観光／インバウンド

戦略の目玉であり、関連するビジネス分野への寄与が期待される。

2. 二段階の立法による導入

カジノに対する国民の懸念を払拭し、健全かつ安全・安心なカジノの施行と

運営を担保するため、慎重な立法手法（二段階立法手法）が採用された。今

般成立した IR 推進法は、その第一段階に位置付けられ、IR の推進に関する

基本的な枠組みが定められている。第二段階として、同法の施行後 1 年以内

を目途に、より詳細な内容が整備された「IR 実施法」が成立する予定である
1
。

IR 実施法では、IR を設置する区域や施設数に関する規定、カジノを設置及び

運営する者（「カジノ事業者」）の適格性審査や免許等の監督規制、その他

IR の整備運営に関する具体的な規定が設けられることになる。すなわち、IR
実施法では、カジノ事業者の適格性審査、免許及び運営の監督等に関する規

制、賭博に関する規制、広告規制、反社会的勢力（組織的犯罪等）に関する

規制、ギャンブル依存症等を防止するための具体的な措置に関する事項並び

にカジノ施設への入場に関する規制等が定められる予定である。加えて、IR
実施法の成立に伴い、刑法、犯罪による収益の移転防止に関する法律及び関

連する金融関係法の改正も必要となることが予測される。

3. IR 推進法の目的

IR 推進法の目的は、地域経済の振興に寄与する IR 区域の整備の推進に関し

て、その基本理念及び基本方針を定めることにある
2
。各国の類似施設と同様、

日本における IR も地域のランドマークとなるような大規模な集客施設となる

予定であり、その税収や観光客の増大等により地域全体の観光振興に貢献す

ることが期待されている。IR は、国際的な会議場施設、展示場施設、宿泊施

設、テーマパーク、及びショッピングモール等を含む複合的施設であり、カ

ジノ施設は、シンガポールの場合と同様、IR の一部を構成することになる
3
。

このように、IR推進法では、マカオ、ラスベガス等のようにカジノ施設単独

の設置及び運営を認めるものではなく、シンガポール等の場合と同様、カジ

ノ施設を複合的な施設の一部として位置付けており、この点は、多くの有識

者が賛同するところである。

4. IR の場所

IR 推進法により、カジノを含む IR の設置及び運営が認められることになっ

たが、IR をどこに設置するのか（IR をどこに設置することが可能であるか）、

という点が次の問題である。

IR 推進法では、IR を設置することができる区域（「IR 区域
4
」）を限定する

ことを予定しており、どこにでも自由に IR を設置することは許容されていな

1 IR 推進法第 5 条
2 IR 推進法第 1 条
3 IR 推進法第 2 条第 1 項
4 IR 推進法第 2 条第 2 項
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い。もっとも、現時点では、IR 区域に係る選定手続や選定候補地については

青写真の段階であり、まず 2 ヶ所又は 3 ヶ所の IR 区域が選定され、順次追加

されることが予測されている。IR 区域の選定手続は、国が、地方公共団体の

提案を受け、透明性の高い判断基準に基づいて選定し区域指定を行うことに

なると予測されるが、その具体的な判断基準については、IR 実施法で定めら

れる予定である。IR 区域の指定にあたって、地方公共団体が区域提案を行う

ことが前提とされるが、各地方公共団体にて、地方議会の同意を得る必要が

あり、また、地域の合意形成を行うことが期待されている。

5. IR の運営開始時期

日本で初めての IR がその運営を開始する時期を現時点で予測することは難し

いが、仮にシンガポールの場合と同様のスケジュールで進んだ場合、2022 年

（平成 34 年）頃に運営開始日を迎えるものと予測される。すなわち、今後概

ね 5 年以内に、IR 実施法の成立、地方公共団体の区域提案、国の区域指定、

国のカジノ事業者の指定及び IR の建設の完工等のプロセスを経て、日本初の

IR が運営開始することになる。

6. IR への参加者

民間事業者は、IR 区域の中であればカジノ施設を設置し及び運営することが

できる。そして、国及び地方公共団体は、カジノ事業者から納付金を徴収し、

また、カジノ施設の入場者から入場料を徴収することができる
5
。

実務上、日本における IR においても、経験豊富な外資系のカジノ事業

者が本邦企業とジョイントベンチャーを設立して、日本の IR 市場に参

入することが予想される。

7. IR への参加者の決定プロセス

IR 推進法では、IR への参加者（地方公共団体及びカジノ事業者）に関して、

二段階の選定が予定されている。また、IR 推進法では明記されていないもの

の、実現を確実にするために、各地方公共団体が当該地域における IR 事業へ

の参画を行うカジノ事業者と一定の協同を行った上で、区域提案を行うこと

が予想される。

第一段階：地方公共団体は、IR を設置することになる IR 区域を決定し、国

に IR 区域の提案を行う。国は、当該区域提案を受けて、IR 実施法に基づい

て、IR 区域を選定する。

第二段階：地方公共団体は、入札手続により IR 事業を行う民間事業者の募集

を行う。国及びカジノ管理委員会は、カジノ事業者に対する許認可の過程を

通じて、選定されるカジノ事業者を審査することになる。

地方公共団体と入札手続に参加することを検討している民間事業者は、既に

水面下で話し合いを始めているものと推測されるが、IR 実施法の下、透明性

の高い公平な入札手続が求められることにも留意すべきである。

8. 規制主体の新設

IR 推進法において、次なる二つの新たな規制主体が創設される。

1.「特定複合観光施設区域整備推進本部」

5 IR 推進法第 12 条、同法第 13 条
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特定複合観光施設区域整備推進本部は内閣総理大臣が本部長を務め、IR 区域

の整備の推進を総合的かつ集中的に行うこと目的として設置される。具体的

には、IR 区域の整備の推進に関する総合調整、必要な法律案及び政令の立案、

並びに関係機関との連絡調整の役割を担うもののとされる
6
。

2.「カジノ管理委員会」

カジノ管理委員会は、カジノ事業者、カジノ関連機器の製造、輸入又は販売

をしようとする者、カジノ施設において役務を提供する者に対する規制を行

うものとされる
7
。

9. 次なる課題

本稿の冒頭で記載したとおり、IR 推進法の施行から 1年以内に、IR 実施法が

成立する予定である。

IR 実施法成立までの 1 年間、IR 実施法案の内容、その審議の過程等に注視す

る必要がある。IR 実施法では、カジノ施設の設置に関して従前懸念されてい

る組織的犯罪の蔓延、ギャンブル依存症の増加、その他カジノ施設に起因す

る社会的悪影響に対する手当がなされる予定である。

IR 推進法では、IR 実施法において、「ギャンブル依存症等の悪影響を受ける

ことを防止するための必要な措置」を講ずることが明記されている
8
。具体的

な「必要な措置」として、シンガポールの場合と同様に、日本国民には追加

の入場料を課すこと、本人又は家族の申請があった場合にはカジノ施設への

入場を制限すること等の措置が規定されることが想定される。

最初のページに戻る

6 IR 推進法第 14 条、同法第 15 条
7 IR 推進法第第 11 条
8 IR 推進法第 10 条第 8 号
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役員に対するインセンティブ報酬の税務（中）

平成 29 年度税制改正大綱においては、役員給与に関する改正が含まれている。

本号では平成 29 年度税制改正大綱で示されたインセンティブ報酬の税務取扱

いについて解説することとしたい。なお、下記の内容はもっぱら税制改正大

綱に基づくものであり、今後法案化の過程において変更等が行われる可能性

がある点には留意されたい。

1. 現行の法人税法上の役員給与の税務上の取扱い

現行の法人税法上の役員給与の税務上の取扱いをまとめると次の通りである。

なお、平成 28 年税制改正については「役員に対するインセンティブ報酬の税

務（上）」を参照されたい。

類型 法人税法上の取扱い

役
員
に
対
し
て
支
給
す
る
給
与

(1) 下記以外 ①定期同額給与 ○ 損金算入（原則）

× 不相当に高額な部分と

仮装経理によるものは

損金不算入（例外）

②事前確定届出給与

※平成 28 年税制改正で所定の

要件を満たす特定譲渡制限付

株式が事前確定届出給与に該

当することとされた。

③一定の利益連動給与

※平成 28 年税制改正で利益連

動給与の対象となる指標の範

囲の明確化が行われた。

④その他（上記①～③以外） × 損金不算入

(2) 退職給与 ○ 損金算入（原則）

× 不相当に高額な部分と

仮装経理によるものは

損金不算入（例外）

(3) 一定の新株予約権（非適格）によるもの

(4) 使用人兼務役員の使用人分職務に対する

もの

2. 平成 29 年税制改正大綱での役員給与関連の改正案

平成 29 年税制改正大綱では、1.(1)のうち①定期同額給与、②事前確定届出

給与、及び③一定の利益連動給与並びに(2)の退職給与についての改正案が示

されているほか、平成 28 年税制改正で導入された特定譲渡制限付株式、さら

に新株予約権についての損金算入（1.(3)に関連するもの）に係る改正が示さ

れている。

(1) 役員給与関係

役員給与関係では、損金算入の対象となる範囲に新たに追加されるものと今

後除かれることとなるものが示されている。

なお、下記①の定期同額給与に新たに追加されるものは税引後手取額を保障

する契約（いわゆるグロスアップ）による給与をいい、手取額が定期同額で

あれば制度の趣旨を損ねないという価値判断に基づき損金算入として認めら

れることになったものと思われる。

http://bakerxchange.com/collect/click.aspx?u=/G1GTPto3VUdqJnlforXH3Z3gHgKieD9V/kZtMjsSgbv9Zptf9L1ybaefyruKUeIjASG4n8AF2iUvnaTTJkjr/lkdyEA+ckrKcL7/NpqvmFYvJAVAOoJsNFJg1GjUh9cOofc1q5Q33b3mVvs8igEeq1G7kaQI323Oq8s4xX2PEK0ZuAt+0rJUvGcPCX+eWFa&rh=ff002ca021505eeee842a0a5f4448712cba7d8fc
http://bakerxchange.com/collect/click.aspx?u=/G1GTPto3VUdqJnlforXH3Z3gHgKieD9V/kZtMjsSgbv9Zptf9L1ybaefyruKUeIjASG4n8AF2iUvnaTTJkjr/lkdyEA+ckrKcL7/NpqvmFYvJAVAOoJsNFJg1GjUh9cOofc1q5Q33b3mVvs8igEeq1G7kaQI323Oq8s4xX2PEK0ZuAt+0rJUvGcPCX+eWFa&rh=ff002ca021505eeee842a0a5f4448712cba7d8fc
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役員に対して支給する

給与（括弧内は右記以

外の改正）

平成 29 年税制改正大綱での改正案

新たに追加されるもの 除かれるもの

① 定期同額給与 κ 税及び社会保険料の源泉徴

収等の後の金額が同額であ

る定期給与

該当なし

②事前確定届出給与 κ 所定の時期に確定した数の

株式を交付する給与

κ 所定の時期に確定した数の

新株予約権（市場価格のあ

る株式等で役務提供を受け

る法人又はその法人の 50％
超を直接・間接に保有する

法人が発行したものに限

る）を交付する給与（一定

のものについては事前届出

を不要とする措置）

κ 利益その他の指

標を基礎に譲渡

制限が解除され

る数が算定され

る譲渡制限付株

式による給与

③ 一定の利益連動給与

（算定指標に「株式

の市場価格の状況を

示す指標」及び「売

上高の状況を示す指

標」を追加し、算定

に用いる指標の期間

について「当該事業

年度後の事業年度」

又は「将来の所定の

時点若しくは期間」

も用いることができ

ることとする）

κ 業績連動指標（「利益の状況

を示す指標」又は「株式の

市場価格の状況を示す指

標」及び「売上高の状況を

示す指標」）を基礎に算定さ

れる数の市場価格のある株

式を交付する給与で確定し

た数を限度とするもの（た

だし売上高のみを指標とし

た場合には損金不算入）

κ 業績連動指標を基礎として

算定される数の新株予約権

を交付する給与で確定した

数を限度とするもの（行使

により市場価格がある株式

が交付されるものに限る）

κ 業績連動指標を基礎として

行使できる数が算定される

新株予約権による給与（行

使により市場価格がある株

式が交付されるものに限

る）

κ 利益連動給与の要件を満た

すもので、同族会社のうち

非同族会社との間に完全支

配関係がある法人の支給す

る給与（算定方法につきそ

の非同族法人の報酬委員会

における決定等の手続きを

経て、その法人の株主総会

等で決議し、その非同族法

人の有価証券報告書等で開

示されることを手続き要件

とする）

該当なし
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今回の改正の大きなポイントは上記のうち③の利益連動給与について、複数

年度の利益に連動したものや、株価に連動したものも損金算入の対象となる

余地が与えられたことである。なお、従来通り、算定方法の客観性、報酬諮

問委員会への諮問等の適正な手続き、及び有価証券報告書による開示等の手

続は必要となる（法人税法 34 条 1 項 3 号）。

上記のうち③の「業績連動指標（「利益の状況を示す指標」又は「株式の市

場価格の状況を示す指標」及び「売上高の状況を示す指標」）を基礎に算定

される数の市場価格のある株式を交付する給与で確定した数を限度とするも

の」及び複数事業年度を対象とする指標を用いることが可能となったことに

より、役員在任時に支給する株式交付信託（いわゆる信託型株式報酬）、中

長期の業績目標の達成度合いに応じて株式、株価相当の現金、あるいは現金

を役員に付与するいわゆる「パフォーマンス・シェア」、「パフォーマン

ス・キャッシュ」、あるいは「ファントム・ストック」についても所定の要

件を充足することで役員給与としての損金算入の道が開かれたことを意味し

ているものと思われる。

また、現行税制では、新株予約権は役員給与税制の枠外で損金算入が可能

（上記 1.(3)参照）であったが、今回の改正案では、譲渡制限株式と新株予約

権の課税取扱いの整合性を考慮し、新株予約権の課税取扱いを役員給与税制

に取り込む形となっている。

なお、業績により譲渡制限が解除される譲渡制限付株式は、「事前確定届出

給与」として損金算入が認められなくなる点は納税者の見地からは不利な改

正である。しかし上述のように総じていえば損金算入となる役員インセンテ

ィブ・プランの類型が増加したことは好ましいことであろう。

(2) 役員退職給与関係

役員退職給与関係では、「利益その他の指標（勤務期間及び既に支給した給

与を除く）」を基礎に算定されるもののうち、①利益連動給与の要件を満たさ

ないもの及び②新株予約権による給与で事前確定給与又は利益連動給与の損

金算入要件を満たさないものは損金不算入となる。

このうち②は上記 1.(3)の現行非適格であれば損金算入となっている新株予約

権の損金算入の範囲を縮小するものである。この改正の趣旨は、上記 2.(1)で
言及したように、従来からの新株予約権の課税取扱いと平成 28 年税制改正で

導入された特定譲渡制限付株式の課税取扱いの整合性を図る趣旨に基づくも

のであると思われる。

(3) 譲渡制限株式又は新株予約権を対価とする費用の帰属年度関係

譲渡制限株式又は新株予約権を対価とする費用の帰属年度関係について次の

ような改正案が示されている。
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①役務の提供を受け

た法人以外の法人が

するもの

②譲渡制限株式を対

価とする費用の損金

算入時期記以外

③非居住者に

交付するもの

改正前 κ 新株予約権は対象

外

κ 特定譲渡制限株式

は自社及び直接の

完全子会社が交付

するものに対象が

限定

κ 譲渡制限解除の日

の属する事業年度

κ 給与等課税事由は

生じない（損金算

入とならない）

改正後 κ 完全子会社以外の

子会社がその役員

交付する場合も対

象

κ 譲渡制限が解除さ

れることが確定し

た日の属する事業

年度

κ その者が居住者で

あったとした場合

に給与所得等が生

じることが確定し

た日に役務提供を

受けたこととする

（損金算入が可能

となる）

現行税制では、新株予約権は役員給与税制の枠外で損金算入が可能であった

（上記 1.(3)参照）が、今回の改正案では、譲渡制限株式と新株予約権の課税

取扱いの整合性を考慮し、対象となる法人が統一化されている。

上記③の改正案についてはグローバルに展開する日系多国籍企業において、

その海外勤務者に対するインセンティブの付与に資することになると思われ

る。

(4) 適用時期

上記の適用時期は下記の通りである。

退職給与・譲渡制限株式・新株予約権

に係る部分
左記以外

平成 29 年 10 月 1 日以後支給・

交付決議分から適用

平成 29 年 4 月 1 日以後支給・

交付決議分から適用

3. 今後の展望

詳細については法案の立法化及び政令の制定を待つことになるが、基本的な

考え方としては、昨年の税制改正からさらに損金となる役員給与の類型が増

加しているという点で、とりわけ上場企業にとって役員に対するインセンテ

ィブの選択肢が増加することは好ましいことであろう。

次回以降は、かかる改正法案等の詳細な情報が入手出来次第、改正後の税務

取扱いのさらなる整理と各インセンティブ制度の比較を行うこととしたい。

最初のページに戻る
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2. アジア

シンガポール

来るべきシンガポール会社法及び LLP 法の改正について

シンガポール財務省（MoF）は、シンガポール会計企業規制庁（ACRA）と

シンガポール法務省とともに、シンガポール会社法及び有限責任パートナー

シップ（Limited Liability Partnership：LLP）法について、以下のような改正

を提案した。

① 外国企業体（foreign entity）のシンガポールへの登録変更を認める

② 会社及び LLP の実質的所有者（beneficial owner）にその身元情報の報告

を求める

③ 米国チャプター11 型の企業再編及び倒産法制を導入するとともに、外

国企業の倒産手続におけるリング・フェンシング・ルールの適用を大

幅に限定する

これらの改正案は、現在パブリックコメントに付されており、2017 年の発効

を目指している。

1. 外国企業体（foreign entity）のシンガポールへの登録変更

MoF 及び ACRA は、外国企業体がその地域本部若しくはグローバル本部をシ

ンガポールに移転し、又は外国会社によるシンガポール国内への出資をより

容易にするために、外国企業体によるシンガポールへの登録変更（以下「登

録変更」）に関する新制度の導入を提案している。提案されている新制度の

概要は以下のとおりである。

① 登録変更の対象として「外国企業体（foreign entity）」という新しい定義

を設ける。「外国企業体（foreign entity）」は、シンガポール外で設立さ

れた法人を指し、LLP のような法人格のない企業体を含まないと考え

られ、既存の「外国会社（foreign company）」よりも狭い概念である。

② 外国企業体又は外国会社グループは、シンガポール会社法別紙第 13 に

規定された「小規模会社」の基準を満たしている必要があるとともに、

支払い能力が十分であることを証する書面を提出する必要がある。

③ 登録変更をしようとする外国企業体の現地法において、登録変更が認

められていることを要する。

④ 登録変更に際して、外国法人は、株式会社の法的機関設計を導入でき

ることを要する。加えて、当該外国法人の現地カンパニーセクレタリ

ー又は取締役は、シンガポール会社法上のすべての登録要件を満たし、

かつ、カンパニーセクレタリー又は取締役が株主及び役員の身元情報

を確認していることを宣言しなければならない。

なお、登録変更の手続は、新たな法的主体を設立させる手続きではなく、し

たがって登録変更された企業体の同一性に影響を与えるものではない。また、

登録変更の手続が、当該外国企業体の債権債務関係、所有権関係、又は法的

手続きに影響することもない。

2. 会社及び LLP の実質的所有者の特定

マネーロンダリングに関する金融活動作業部会（Financial Action Task Force）
は、その Mutual Evaluation Report で、シンガポールが、取締役や株主又は
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LLP の場合にはパートナーや業務執行者により引き起こされるマネーロンダ

リングやテロリスト金融のリスク軽減措置を採用するよう推奨している。

MoF は、特に企業体の匿名性を利用し、違法な目的をもった企業体の使用を

禁止する措置を採ることを宣言した。

企業体の違法目的使用を避けるため、今回の改正案には、会社及び LLP がそ

の実質的所有者（beneficial owner）を特定する手続及びそのために保有すべ

き情報の種類が規定される予定である。

3. 企業再編及び倒産法制の改革： 米国チャプター11 型の制度の導入

クロスボーダー取引にかかる倒産及び企業再編の新たなハブとなるべく、今

回のシンガポール会社法改正には、以下が含まれる予定である。

① スキーム・オブ・アレンジメントの申請により、自動的に一定期間の

支払猶予が与えられる

② 外国会社が、Judicial Management 又はスキーム・オブ・マネジメント

を選択できる条件を明確にするとともに当該条件を緩和する

③ 米国のチャプター11 に倣い、一定の要件の充足とその他の債権者の保

護を条件として、倒産企業につなぎ融資を提供した資金提供者に、他

の債権者に対する優先的取扱い（super-priority）を認める制度を導入

する

④ UNCITRAL 国際倒産モデル法を採用し、リング・フェンシング・ルー

ル（シンガポールで登録している外国企業が海外で倒産手続に服した

場合に、シンガポールにおける債務がすべて弁済された後でなければ

シンガポールの清算人が海外に送金を行うことを禁止する規定）の適

用を金融機関等に限定する

最初のページに戻る

タイ

新貿易競争法の承認

長年にわたり議論がなされ、関係者によっていくつもの草案が提出された末

に、タイの内閣は遂に、2016 年 10 月 11 日の閣議において、国内貿易局

（Department of Internal Trade）が提出した貿易競争法案を承認した。

この法案は、1999 年に制定された現行の貿易競争法を大幅に見直すものであ

る。主要な変更点は、貿易競争委員会の事務局（the Office of the Trade
Competition Commission ("OTCC")）を商務省国内貿易局（the Department of
Internal Trade, the Ministry of Commerce）の部門から独立した国家機関とし

て分離することと、カルテル事案において、現行の刑事罰（3 年以下の禁固

刑）に加えて、違反の行われた前会計年度の総収入の 10 パーセントの罰金を

導入することである。貿易競争委員会の分離は、政治的影響により引き起こ

された過去の法執行上の問題を解消し、組織の運営をより柔軟にするために

行われたものと言われている。

これに加え、貿易競争委員会の設定した基準に当てはまる企業買収は、当該

取引の完了後 7 日以内に OTCC へ届け出されなければならないとされる。ま

た、非ハードコア・カルテル及び不公正な取引慣行について、本法案は、刑
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事罰に代えて、行政罰（違反の行われた前会計年度の総収入の 10 パーセント

の罰金）を科すこととしている。

本法案が法律として可決されるためには、国民立法議会（National
Legislative Assembly）がこれを承認する必要がある。また、本法案の承認に

続き、支配的事業者の基準の変更（市場シェアの基準を現行の 50 パーセント

から 30 パーセントへ引き下げ、販売額の基準を現行の 10 億バーツから 5 億

バーツへ引き下げる変更）が予定されている。

最初のページに戻る

マレーシア

Finance Bill 2016 のハイライト

2016 年 10 月 21 日に公表された「2017 年予算案」に続いて提案された「税

制改正案（Finance Bill）」が 11 月 23 日に下院を通過し、上院での審議を待つ

ところとなった。

税制改正案では、法人所得税率の引下げや既存の優遇税制の追加的な見直し

が検討される一方、源泉税の対象範囲の拡大やロイヤルティの定義の見直し

等の税収増加を見込んだ改正が盛り込まれている。1967 年マレーシア所得税

法（Income Tax Act 1967）に対する改正案では、源泉税の対象となる取引の

拡大が織り込まれており、留意が必要である。

1. ロイヤルティの定義の拡大

所得税法に規定するロイヤルティの定義が拡大され、以下に対する報酬等の

支払はロイヤルティとみなす改正案が提出されている。

(a) ソフトウェア及びソフトウェアと判断される資産や権利の使用、又は使

用する権利

(b) 衛星やケーブル、光ファイバー等により送信される映像や音声の受信、

又は受信する権利

(c) 関連するライセンスにより特定される無線周波数スペクトルの使用、又

は使用する権利

(d) 著作権、ソフトウェア、特許、ラジオやテレビ放映の磁気テープ、その

他技術的、産業的、商業的又は科学的なノウハウや情報の使用、又は使

用する権利の付与、及び、映像や音声の受領、並びに無線周波数スペク

トルの使用に関して定められた全部又は部分的な制限

上記の改正案には多くの問題が内在している。例えば、マレーシア内国歳入

庁（Malaysian Inland Revenue Board、以下、「IRB」という。）が公表する

電子商取引に係る税制に関するガイドラインでは、ソフトウェア製品の購入

に対する支払はロイヤルティとみなさないとされており、それとの整合性に

疑問が残る。また、上記改正案では「ソフトウェア」が定義されておらず、

SaaS（サース、Software as a Service）製品等の取扱いが不明である。さら

に、上記改正案における「映像や音声の受信、又は受信する権利」の文言を

そのまま読むと、音楽や画像のストリーミング配信サービスへの支払いはロ

イヤルティとなる可能性がある。
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2. 非居住者の受け取るサービス・フィーへの源泉税の範囲拡大

非居住者が受け取る特定の所得に対しては、所得税法第 4A 条により源泉税

の対象とされているが、現行法では、源泉税の対象とされるのはマレーシア

国内で行われるサービスに対する部分のみである。

尚、上記第 4A 条に規定される所得には、以下が含まれる。

(i) 資産や権利を有する者（もしくはその使用人）がそれらの資産の使用に

関連して提供するサービス、又は、プラントや機械装置の据付・稼働に

関連してその売り手（もしくはその使用人）により提供されるサービス

への対価として支払われる額

(ii) 産業又は商業目的で行われる事業やプロジェクト等において、テクニカ

ルマネジメントや管理のために提供される技術指導や支援等のサービス

への対価として支払われる額

税制改正案では、「マレーシア国内で行われるサービスに対する部分のみ」

という規定が削除され、マレーシア居住者が非居住者に対して支払うこれら

のサービス・フィーは、上記サービスがマレーシア国外で提供されていたと

しても源泉税の対象とされることとなる。

3. Collection Intelligence Arrangement（CIA）の設置

マレーシア政府は、財務省管轄で Collection Intelligence Arrangement（以下、

「CIA」という。）を設置することを公表した。CIA は、IRB、関税当局、及

び CCM（Companies Commissions of Malaysia、会社登記所）で構成され、

当局間で情報を共有することで、税務調査や税の徴収、法令遵守に関する執

行を効率化することを目的としている。

CIA の設置は、関連当局がデータを共有することで組織的なメカニズムを構

築し、一般税務、GST（物品・サービス税）及び関税調査を強化するという

納税者への明確な意思表示となっている。

最初のページに戻る

オンライン事業に対する新しい税制の提案

マレーシア政府は、オンライン事業を対象とした新しい税制の導入を検討し

ており、当局からの発表内容は以下の通りである。

(i) 2016 年 5 月 17 日：オンライン事業への課税は極めて普遍的な課題であ

り、現行の税制度の評価を IRBで行っているところである（財務省発

表）。

(ii) 2016 年 5 月 23 日：オンライン事業に適用される特別な税制はなく、オ

フライン事業や従来型の事業に適用されるのと同様に扱われるべきであ

る（IRBからの声明）。

(iii) 2016 年 8 月 9 日：オンライン事業への課税を新たに導入するというアイ

デアは、プラットフォーム・プロバイダーのような主要な企業に限られ

る（財務省発表）。

IRB において、電子商取引について検討する特別委員会が設置され、現行の

税制度の評価と勧告の提言に向けての作業が行われている。
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現時点まで、コンサルテーションのアナウンスや、ガイドラインや規則等の

ドラフトは公表されていないが、オンライン事業に対する新しい税制の提案

に関連して、IRBからの追加的なガイドラインや明確な指針の発表が待たれ

るところである。

最初のページに戻る

3. オセアニア

オーストラリア

政府が迂回利益税に係る草案を公表

オーストラリア連邦政府は、2016 年 5 月の連邦予算において導入の意向を示

した迂回利益税（Diverted Profits Tax（以下、「DPT」））に関して、法制化を

前にしたコンサルテーションのための草案を公表した。これは、多国籍企業

から公平な税負担を確保するという理論的根拠に基づく、オーストラリア政

府の BEPS への対応の一環である。

DPT は、課税庁長官が利用可能な情報に基づき、グループの年間収入が 10
億豪ドル以上の多国籍企業において、オーストラリアから技巧的に利益が迂

回していると合理的に判断される場合に適用される予定である。DPTが適用

される場合には、迂回したとされる金額に 40％のペナルティが課される。関

連する取引の生じたタイミングを問わず、2017 年 7 月 1 日以降に開始される

事業年度適用されることとなる。

主な特徴

DPT は以下の全てに該当する場合の法人（該当する納税者）に適用される。

1. 取引スキーム（部分的なものを含む）の主な目的（複数の主な目的が存

在する場合を含む）は、関連する納税者が、①節税効果を得ること、も

しくは、②節税効果を得て外国税額の削減すること、を目的として行わ

れたと合理的に判断される場合。

2. 年間のグループ収入を 10 億豪ドル以上有する多国籍企業のメンバーであ

る。

3. 該当する納税者の国外関連者がスキームに関連して税務恩典を得ている。

納税者から提供される情報が不十分であることが原因となって合理的な判断

を妨げることがないよう、課税庁長官に更正の権限を付与する。具体的に、

課税庁長官は合理的な結論を導くための更なる情報を必要としないこととさ

れている。すなわち、新多国籍企業租税回避防止法（Multinational anti-
avoidance law（以下、「MAAL」））と同様に、長官は考慮しなければならない

一定の要件に基づく実体テストにより結論を導くことができるとされている。

この要件リストは、オーストラリアの租税回避否認の事件において一般的に

考慮される諸要素を反映したものとなっており、追加で以下を含むものであ

る。

κ 税金以外の定量化できる金銭的恩恵が税金の削減額を超える。

κ 外国法に基づき税務ポジションが達成される。

κ スキームに関連して節税効果が生じる。
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適用除外規定

DPT は関連する納税者に適用される以下のテストの内いずれか一つに該当さ

れば、適用除外される。

25 百万豪ドル収入テスト：グループ収益が 10 億ドル以上の多国籍企業の

みに適用され、オーストラリアでの収益が 25 百万豪ドル未満となる小規模

の事業活動が行われている場合（ただし経済的な実体を反映せずに、会計

上の売上を海外で技巧的に計上している場合にはこの限りではない）、

海外の租税負担テスト：国外関連者の海外での税額に関して、スキームの

導入によりオーストラリアの納税者において削減されたオーストラリアで

の税額の 80％以上の額が増加する場合、又は

経済実体テスト：各関連者の獲得した所得が、スキームに関連して各関連

者の経済的な実態（受動的ではない能動的な活動）を合理的に反映したも

のである場合（経済実体の判断においては、OECD 移転価格ガイドライン

及び BEPS 最終報告書 行動 8-10 に基づき考慮される）。

コメント

実務的に、DPTには以下の目的が含まれている。

κ 多国籍企業が、オーストラリアの移転価格規則含むオーストラリアでの

納税義務に係るコンプライアンスをより順守することを促進する。

κ 課税庁長官への透明化、情報の非対称性への対処、紛争のよりスピーデ

ィな解決を促進する。

κ 法人税の課税標準の範囲を拡大することなく、課税庁長官がオーストラ

リアの租税回避否認規定をより容易に適用できるよう基準を緩和する。

また、説明文書では、課税庁長官と関連する納税者との間で更正税額に係る

合意が達していない期間において、課税庁長官と納税者が議論を経た上で、

課税庁長官は DPT に係る更正を行うとしている。

MAAL と同様に、不利な推測を避けるために多国籍企業に最大限の透明性を

求めることを意図して設計されていることはより明らかである。

コンサルテーションを経て法制化されることになるが、多国籍企業は注意深

くその動向を直視し、必要に応じて早急にクロスボーダーのサプライチェー

ンの再検討が必要となると思われる。

最初のページに戻る
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4. 米州

アルゼンチン

内部告発者のための利益の拡大

アルゼンチン議会は、行政に対する犯罪（行政に対する汚職、詐欺）、関税

に関する犯罪及び経済犯罪における内部告発者のための利益の拡大を内容と

する法改正を行った。

アルゼンチン刑法の新 41 条は、(i)上記の違反行為の防止、(ii)他の犯行参加者

の身元又は所在情報の開示、(iii)捜査中の事実の解明への助力に有用な、信頼

できる情報又は正確かつ信用できるデータを提供した者に対する刑の減軽に

ついての規定を設けた。

内部告発者のための利益は、すでに麻薬取引、テロリズム、人身売買、マネ

ーロンダリングに関する捜査について規定されている。汚職捜査において有

益な情報を提供した被疑者は、関連する犯罪につき最高刑の 3 分の 1 及び最

低刑の半分の刑の軽減という利益を受けることができる。

当該法律は、内部告発者に対する刑罰の全部免除は明確に除外しており、ま

た、上記の利益を享受するためには内部告発者は口頭弁論段階より前に検察

官と合意に達しなければならない旨を規定している。

今回新たに導入された内部告発者のための利益は、関税に関する犯罪（アル

ゼンチン刑法 42 条）における実施においていくつかの実務的な問題が生じる

可能性があるものの、汚職、公的資金の不正管理のケースのような行政に対

する犯罪捜査においては、進行中の捜査への強いインパクトを伴う革新的な

ツールとなると考えられる。

最初のページに戻る

労働契約法の改正

概要

アルゼンチン議会は労働契約法の改正を承認した。当該改正は 2016 年 12 月

2 日現在で未だ制定・公布されていないものの、間もなく制定・公布予定で

ある。また、同法 67 条についても別途議会で改正手続が進んでいる。当該改

正の方向性としては、概ね労働者の権利を拡大するものといえる。以下で改

正の概要について重要と思われる条文にフォーカスして説明する。

1. 労働契約法 54 条

労働管理について規定しており、改正後は、登録、集計表その他労働管理に

ついて、法令、規則、団体協約等の規制に従うこととされた。改正前は、登

録、集計表その他労働管理の有効性は司法上の判断に属するものと規定され

ていたが、改正により法令等に従う旨の規定が新たに追加されたことにより、

より厳格な運用となることが想定される。

2. 労働契約法 71 条

労働契約法 71 条は、同法 70 条と共に、個人管理の適用について対象となる

従業員自身に認識される必要があると規定している。他方、本改正は、当該

個人管理について、使用者が従業員の使用するコンピューターのモニタリン

グのようなより精緻な管理を行うことを是認しているものと考えられる。
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3. 労働契約法 75 条

労働契約法 75 条は、使用者に労働安全衛生に関する法規則と労働時間制限に

関する法規則の遵守義務を課している。また、使用者に対し、従業員の身体

の安全のために必要な対策を講じることを要請している。従業員は、職場に

おいて安全衛生に関する規則の違反があったときはいつでも労務の提供を拒

む権利を有し、当該拒絶に関して従業員が報酬の減額等の不利益を受けるこ

とはない。それに加え、改正法では、従業員の使用者に対する安全衛生違反

に関する損害賠償請求について、労働者災害補償法に基づいて請求を行うこ

とを求める規定が削除されており、通常の民事訴訟による請求が許容される

ことになると考えられる。

4. 労働契約法 67 条改正案

労働契約法 67 条改正案は、従業員に対する懲戒について規定しており、使用

者は違反行為が証明された場合にのみ、違反行為と均衡が取れた懲戒処分を

行うことができる旨規定している。当該改正案は、従業員の報酬の保護を志

向しており、懲戒処分の妥当性が司法上確認され、あるいは従業員による処

分に対する異議申し立てがない場合にのみ、懲戒による報酬減額を許容して

いる。

最初のページに戻る

5. 欧州

トルコ

新投資インセンティブ制度の具体化

新法に関する新たな決定の発表

第 3 号で紹介したトルコの新たな投資インセンティブ制度に関して、トルコ

閣僚会議は 2016 年 11 月 26 日付で新たな決定（以下、「新決定」）を発表

し、投資インセンティブ制度に関するより詳細な原則と手続を明らかにした。

前回の記事で述べたとおり、本新投資インセンティブ制度は「プロジェクト

ベースの投資支援並びに一定の法律及び政令の改正に関する法律」（法律番

号 6745）（以下、「新法」）に基づくもので、新決定は、新法の定める一定

の要件を満たす投資に関して、プロジェクトベースの租税優遇・助成措置を

付与する権限を有するトルコ閣僚会議によって決定・発表されたものである。

以下では、新決定によって明らかになった新投資インセンティブ制度の詳細

を紹介する。

新決定の具体的内容

閣僚会議は、固定投資額が 1 億 US ドル以上の投資プロジェクトに対し、そ

のプロジェクトの特徴に応じて、経済省の評価に基づいて下記の内容の租税

優遇措置を付与する権限を有する。

κ 関税の免除

κ VAT の免除

κ VAT の還付

κ 法人税の減免

http://bakerxchange.com/collect/click.aspx?u=/G1GTPto3VUdqJnlforXH3Z3gHgKieD9V/kZtMjsSgbv9Zptf9L1ybaefyruKUeIjASG4n8AF2iUvnaTTJkjr/lkdyEA+ckrKcL7/NpqvmFYvJAVAOoJsCuOmwjGA6vi8+jOoKpGtcODnXj5dQOHeX+vOB/Ss8lxkPLBLHqx251meVpTPX4KDcHtRgmFQG+3&rh=ff002bc3252630ce3958b83e2841ab047e5e3328
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κ 社会保障費（雇用者負担分）に関する支援

κ 源泉所得税に関する支援

κ 適格従業員に関する給与支援

κ 寄付又は利息等に関する支援

κ 資本拠出

κ エネルギー供給に関する支援

κ 政府調達保証

κ 事業用地の割当て

κ インフラに関する支援

κ プロジェクトベース投資に関して他の法令上要求される許認可、義務、

ライセンス、登録制度その他の制限に関する手続の緩和又は免除

経済省は、企業を募集し、又は新法の目的に沿う投資テーマを発表する権限

を有している。当該募集又は発表に基づいて当該インセンティブプログラム

の利益を享受しようとする投資家は、経済省に対して申請を行うことができ

る。その際には、(i) 投資会社の詳細、(ii) プロジェクトの特徴、(iii) プロジェ

クトの実現性や影響についての分析結果に関する各資料の提出が求められる。

経済省は、裁量により、その他の情報・資料の提出を求めることも可能であ

る。

経済省は下記の基準に沿って投資プロジェクトを評価し、承認する場合には

当該プロジェクトを閣僚会議に付託する。

κ トルコにおける現在及び将来の重要なニーズに対応していること

κ トルコにおける生産能力が不十分である製品の供給の安全を確実にする

ものであること

κ 技術格差が存在する分野について技術的な能力を発展させるものである

こと

κ 対外貿易赤字が生じている分野に関して対外依存を減少させるものであ

ること

κ 高い付加価値をもたらすこと

κ 新技術の使用を通じた製品供給をもたらすものであること

κ 多様なセクターにおける競争を促進するものであること

κ 当該プロジェクトを含むセクターの技術革新を促進し、当該セクターに

対して良い外部的影響を与えるものであること

κ 革新的であり、かつ研究開発を支援するものであること

κ 経常収支に悪影響を及ぼし、かつ原材料不足が見られるセクターにおけ

る高付加価値な製品の提供に関係しているものであること

κ トルコにおける原材料の潜在的可能性を利用する機会を提供できる一貫

生産に関係していること



18    Corporate & Tax Global Update ニューズレター Vol. 5 December 2016

プロジェクトが承認された場合、閣僚会議は、支援の内容や投資の始期・終

期が記された支援決定及び投資インセンティブ証明を発行する。

投資プロジェクト又は株式の譲渡

投資プロジェクトを譲渡する場合、支援決定で定められた存続期間及び条件

の範囲内で、閣僚会議の許可及び首相の承認を要する。これが承認された場

合、譲受会社は、当該譲渡対象となった投資プロジェクトの条件及び義務を

遵守する限り、同様の利益及び免除措置を享受できる。なお、イスタンブー

ル証券取引所における公募を通じて株式が譲渡される場合を除き、投資会社

の株式の譲渡を行うには原則として閣僚会議の許可を要する。

不遵守の場合の措置及び監督

公的な事項に関わる場合を除き、投資家は、支援決定において定められた時

期に投資プロジェクトを完遂させる責任を負う。支援決定において定められ

た義務を投資家が履行しない場合には、優遇措置により減免された全ての租

税について、遅延利息と共に支払う必要がある（但し追徴税は課されずに）。

その他付与されたインセンティブについても「公有資産の回収手続に関する

法律」に基づき取り戻されることになる。

投資プロジェクトについて新決定に基づくインセンティブ制度を利用する納

税者は、他の公的機関によるインセンティブや支援を受けることができない。

同様に、他の公的機関によるインセンティブや支援を受けている投資プロジ

ェクトは新決定に基づくインセンティブ制度の申請を行うことは認められて

いない。

閣僚会議は、投資インセンティブ証明において規定された条件が充足されて

いるか否かについて調査を行う権限を有する。さらに、当該インセンティブ

の利益を享受している投資家は、投資会社が利用しているインセンティブの

額及び支援決定において定められている義務を履行していることを示す公認

会計士による監査証明報告を、支援決定において定められている投資期間中

の毎年 1 月及び 7 月に提出しなければならない。

小括

今回の新決定に見られるとおり、トルコでは、大型プロジェクトに関する支

援を国家レベルでサポートする旨の改革が進められている。トルコを含む地

域において新たな投資を考えている企業は、今回の新たな租税優遇・助成措

置について一考する価値があるといえる。

最初のページに戻る
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フランス

新たな汚職防止法を制定

フランスは、2016 年 11 月 8 日、透明性、汚職防止及び経済環境の現代化に

関する新法（以下、「新法」）を制定した。フランス政府は、近年の汚職防

止に関する国際的な圧力と米国司法省（以下、「DOJ」）がフランス企業に

対して重い罰金を課していることを考慮して、新法を制定するに至った。新

法の制定により、フランスの汚職防止体制は、欧州における最高水準に到達

し、かつ、汚職防止の国際水準を満たすものとなった。以下、新法の概要に

ついて詳述する。

概要

新法の重要な柱は、①汚職防止機関の創設、②企業の汚職防止義務の創設、

③内部通報者の保護、④企業が裁判官と金銭的な和解について交渉可能にな

ったこと（米国における起訴猶予合意（DPA）に類似する。）である。特に、

新法は、フランス国外で行われた行為についても域外適用される点に注意を

要する。

企業にとって最も重要な点は、商業活動における汚職行為の実効的な監視・

察知・是正のためのコンプライアンスプログラムの策定及び実施である。刑

事罰を回避するためには、2017 年 5 月 1 日までに、コンプライアンスプログ

ラムを導入する必要があることに留意が必要である。

汚職防止機関の創設

新法により、フランスにも汚職防止機関（以下、「本機関」）が新設される。

本機関は、腐敗行為、利益誘導、財物強要、公金の横領その他関連する不正

行為の防止及び摘発に関し、それらを管轄する他の政府機関の支援を職務と

する。

本機関は、米国の DOJ に類似するものであり、企業の汚職防止プログラムの

質及び実効性を審査するとともに、当該審査の一環として書類の提出を求め

る捜査権限を有する。

本機関は、汚職の防止及び摘発に関する情報の公開・本機関の活動を説明す

る年次報告の発行によって情報公開を行う。

また、本機関は、新法により新設された「義務的なコンプライアンス」の制

裁プログラムにおいて、汚職行為を行ったと認められる企業を監督する。

具体的には、本機関は、米国当局と同様に、裁判所が定める一定の期間（最

長 5 年）の間、実効性のあるコンプライアンスプログラムを確実に実施して

いるか監視し、少なくとも年に 1 回検察官に対して、実施された内容の報告

を行う。本機関は、業務上の書類又は必要な情報の提出を求め、聴取を行う

権限を有する。検察官は、少なくとも 1 年が経過した後、企業が示した姿勢

及び努力に基づき、早期の減刑を申し立てることができる。

一定規模の企業の汚職防止義務

従業員が 500 人以上の企業（又は親会社がフランスに本社を置いている企業

で、従業員が 500 人以上の企業）であり、かつ連結利益が 1 億ユーロを超え

る企業は、汚職リスクを低減させる措置を講ずる義務を負う。

これらの企業の社長、業務執行取締役、取締役及びマネージャーは、フラン

ス国内外を問わず、腐敗行為又は利益誘導を防止・発見するために適切な措
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置を講じなければならない。具体的には、①倫理規範、②社内内部通報手続、

③リスクマップの作成、④顧客、大口の仕入先及び仲立人の評価手続、⑤会

計上の確認、⑥従業員の研修、⑦懲罰的な制裁、⑧導入された措置に関する

社内検査・評価システムの導入が義務付けられている。本機関は、これらの

義務が遵守されているか監視することとされており、法人又は個人に対して

直接警告を発し、又は遵守を命ずることができる。本機関は、制裁委員会

（個人に対して最大 20 万ユーロ、企業に対して最大 100 万ユーロの罰金を

課す権限を有する。）に問題の処理を委託することも可能である。

これらの措置を講ずる義務は、2017 年 5 月 1 日より効力を生ずる。

内部通報者の保護

新法は、内部通報者の保護をねらいとした規定を設けている。

新法の下では、内部通報者に対して報復措置を行った場合には、罰金が科さ

れる。また、誠実に違法行為の報告を行った結果として差別的な取扱いを受

けた内部通報者に対しては、補償その他の金銭的な支援が提供される。

なお、新法は、「内部通報者」の定義を従来より拡張している点に留意が必

要である。新法の下では、「内部通報者」とは、自らが知っている、犯罪若

しくは非行（フランス政府が正式に批准した国際的なコミットメント、当該

コミットメントに基づく国際機関による行為若しくは法令の重大な違反）又

は公益にとって重大な脅威・侵害となる事柄を、図利目的でなくかつ誠実に

公開又は報告する者をいう。ただし、安全保障、医療的又は法律に基づく秘

匿事項の公開等は保護対象外とされており、これらの公開等を行うことはで

きない。

内部通報者が前述の保護を受けるためには、次のプロセスを踏む必要がある。

内部通報者は、まず上司に報告し、合理的な期間内に何らの措置が講じられ

ない場合には、次に公的機関に報告する。3 か月以内に公的機関による警告

が発せられない場合、最終手段として、当該情報を公開することが許される。

起訴猶予合意（DPA）による解決

新法により、起訴猶予合意（DPA）が導入される。この制度の下では、国内

外において汚職行為に関与したと疑われる企業が、裁判所との合意により、

訴追及び刑事罰を免れることができる。裁判所との合意は、以下の要件の双

方又は一方を満たすものである必要がある。

罰金の支払（当該企業の連続する 3 年間の平均年間利益の 30%を限度とする

もので、違反行為により得た収益を基礎として決定され、被害者に与えた損

害及び本機関の職務遂行に要した費用を考慮して増額される。）

社内コンプライアンスプログラムの実施（3 年間、本機関による監視の対象

となる。）

これらの罰金額及びコンプライアンスプログラムの内容は、聴聞手続におい

て裁判官の承認を得る必要がある。解決のための命令・合意の内容及び罰金

額は、本機関のウェブサイト上で公開されるが、公開と引き換えに、企業は、

起訴が取り下げられ、法的責任を認めることを求めれないという利益を受け

ることができる。なお、起訴猶予合意（DPA）は、企業のための制度にすぎ

ず、たとえ企業が起訴猶予合意（DPA）を締結したとしても、個人の違反者

は、依然として刑事罰の対象となる点には留意が必要である。

最初のページに戻る
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ロシア

企業の「最終的な受益者」の特定及び当局に対する情報提供

ロシア連邦法の改正（2016 年 12 月 21 日付、マネーロンダリング及びテロリ

ズムへの資金供与への対策並びに行政犯罪に関する連邦法の改正）により、

ロシア企業は、毎年自社の「最終的な受益者（ultimate beneficiaries）」を特

定し、当局の要求に応じて当該情報を提供する義務を負うこととなった。

「最終的な受益者」の意義

同改正によると、「最終的な受益者」とは、直接的か（第三者を通じて）間

接的かを問わず、最終的に、

ロシア企業を所有（資本の 25％超の支配的な保有）する者、又は

ロシア企業の経営をコントロールする機会を有する者

をいう。

制度の概要

ロシア企業は、自社の「最終的な受益者」を特定する措置を講じなければな

らず、また、当該特定措置によって受領した情報を五年間保管しなければな

らない。また、ロシア企業は、「最終的な受益者」の情報について、定期的

に報告する義務を負うわけではないが、連邦金融監査局（the Federal
Financial Monitoring Service）、税務当局その他の当局から要求を受けた場合

には、当該情報を提供する義務を負う。当局から要求を受けた情報を提供で

きなかった場合、当該企業は当局の調査を受ける可能性がある。なお、どの

時点で当局から情報の提供を要求されるのか、また、どのような方法により

「最終的な受益者」の情報の正確性が確認され又は当該情報が使用され若しく

は解釈されるか等、本制度の具体的な適用の範囲は今のところ明確ではない。

当局から要求を受けた情報を提供できなかった場合の罰則は、現時点では課

徴金に限られており、その額は以下の通りである。なお、課徴金を納付した

場合も、情報提供義務を免れるものではない。

κ 当該企業の役員：30,000~40,000 露ルーブル（約 470~620 米ドル）

κ 当該企業：100,000~500,000 露ルーブル（約 1,550~7,700 米ドル）

採るべき方策

κ ロシア企業の「最終的な受益者」の特定に関する情報の提供が必要とな

るグループ内の企業及び個人の確認

κ 「最終的な受益者」の情報を提供した場合の影響の検討、並びに国際的な

税務専門家への当該影響の分析についての依頼

κ 開示対象となる情報をコントロールするための再編の検討

κ 「最終的な受益者」の情報に関する各企業の内部規則及び内部手続の構築
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